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基本文書 

助産ケアの理念とモデル 
Philosophy and Model of Midwifery Care 

 
背景 

助産は何世紀にもわたって世界中で実践され、地方や地域の文化的・社会的伝統や知識に沿って

様々に発展してきた独自の特性や特質を持つ。本文書は、地方や地域の助産ケアの特徴に妥協す

ることなく、世界的な、助産ケアの理念とモデルについて説明する。 

 

国際助産師連盟（ICM）が定める助産師の定義 i は次の通りであるi：「助産師とは、その国におい

て正規に認可され、「ICM 基本的助産実践に必須なコンピテンシー」および「ICM 助産教育の世界

基準」の枠組に基づいた助産師教育課程を履修し、合法的に助産実践を行い「助産師」の職名を

使用する免許を取得するために登録され、かつ、あるいは法律に基づく免許を得るために必要な

資格を取得した者で、かつ助産実践のコンピテンシーを示す者である。」 

 

ある研究iiでは、助産師主導の継続ケアモデルが、硬膜外麻酔の使用減少、会陰切開術や吸引・鉗

子分娩の減少および自然経膣分娩や母乳育児の増加などの、母親と新生児の利益に関与している

ことが示されている。女性の早産または妊娠 24 週前に流産する可能性は低くなった。陣痛中から

分娩において、知り合いの助産師にケアしてもらえる機会が増えた。 

 

ICM は助産師を、世界中すべての地域で出産する女性にとって最適な専門職として認めている。

この世界共通の基準は、コンピテンシーに基づく初期および継続的な助産教育を基盤としている。

ICM は、人間の尊厳の尊重、思いやり、そしてすべての人に対する人権の尊重の促進に基づき、

助産のケアモデルを推進している。 

 

ICM は、助産師が助産ケアモデルに影響をもたらす理念に基づいたケアを提供できると確信して

いる。 

 

ICM の助産ケア理念 

 妊娠および出産は、通常の場合、正常な生理学的プロセスである 

 妊娠および出産は、女性やその家族、地域にとって、重要な意味を持つ感慨深い経験であ

る 

 助産師は、出産する女性に付き添い、最適なケアを提供する 
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 助産ケアは、女性の人権や性および生殖に関する健康と権利を推進・保護・支持し、民族

的および文化的多様性を尊重する。これは、正義、平等性、人間の尊厳の尊重という倫理

的原則に基づいている 

 助産ケアは本来、総体的および継続的ケアであり、女性の社会的・情緒的・文化的・霊的・

心理的・身体的経験の理解に基づいている 

 助産ケアは、女性の健康および社会的立場を保護および高め、女性が出産に立ち向かうこ

とができるよう自信を築けるよう女性を自律させる 

 助産ケアは、自己決定の権利を認めて女性とのパートナーシップで行われるものであり、

敬意が示されて、個々に合った、継続的で、非権威主義的なものである。 

 倫理的かつ適格な助産ケアは、正式かつ継続した教育、科学研究、科学的根拠の応用から

伝えられ、導かれる 

 

ICM の助産ケアモデル 

 助産師は、女性および新生児の健康および権利を促進、保護する 

 助産師は、女性および女性の出産能力を尊重、信頼する 

 助産師は、正常な分娩において不介入を推進、支持する 

 助産師は、適切な情報と助言を女性に提供して、意思決定の推進と関与を促進する 

 助産師は、敬意を示し、先を見据えた、柔軟なケアを提供する。こうしたケアは、女性や

新生児、家族や地域のニーズを包含したものであり、また、助産ケアを求める女性と助産

師との間の関係性に注目することから始まる 

 助産師は、女性自身の健康および女性の家族の健康に対する責任を担う自信をつけさせる 

 助産師は、他の医療職従事者と協力および相談し、女性や新生児、家族や地域のニーズを

満たすよう助産活動を実践する 

 助産師は自身のコンピテンスを維持し、科学的根拠に基づき実践できるようにする 

 助産師は技術を適切に利用し、問題が生じた際は適時効果について照会する 

 助産師は、助産ケアを個人的および集団的に発展させ、生涯教育の概念のもと、次世代の

助産師や同僚を教育する責任を有する 

 

推奨 

会員協会に対し、以下を推奨する： 

 本文書を、助産師教育、助産ケア組織、助産ケアの評価において、指針として使用する 

 本文書を助産師と女性およびその家族間の、また助産師と他の医療職従事者間との関係を

導くものとして使用する 

 本文書を、助産実践に関する規制および法律の作成時に、他の医療職従事者や政府と共有

する 

 

ICM 文書 

ICM 2011 年（基本文書）助産師の定義 
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